
2025年11月28日

ＩＡＡ大阪会員各位

「軽自動車検査証返納確認書」発行終了に伴う対応について

 拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素はご愛顧賜り

心より御礼申し上げます、

表題の件ですが、2025年11月28日をもって軽自動車を抹消した際に発行される

軽自動車返納確認書の発行が終了となります。

発行済みの返納確認書は12月1日以降も引き続き譲渡証明書として利用可能です。

終了後は普通車同様の譲渡証明書の提出が必要となります。

譲渡証明書は譲渡印が無くても受領可能ですが、

普通車と同様に車台番号や譲渡人欄の記入が必須です。

法人名義は代表者名も必ず記入が必須です。

ご理解の程、宜しくお願い致します。

上の欄と譲渡人欄

の記入が必須です
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